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令和 ６年能登半島地震　専門調査結果
（中間報告）を公表します

令和 6年 ２月２1日 道路局国道・技術課

　令和 ６年能登半島地震で被災した道路構造物について、国土技術政策総合研究所及び国立研究開
発法人土木研究所の専門調査チームが調査を行い、その結果を中間報告としてとりまとめましたの
でお知らせします。

　

https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001764.html

　国土交通省国土技術政策総合研究所と国立研究開
発法人土木研究所では、令和 ６年 1月 1日に発生し
た能登半島地震において被害を受けた道路構造物の
調査を行ってきました。
　このたび、別紙のとおり、被災調査を実施した道

路橋、道路土工、道路トンネルの調査結果の概要と、
今後の技術施策課題についてまとめるとともに、道
路構造物の被災に対する中間総括を行いましたの
で、お知らせします。

https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001764.html
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いのちとくらしをまもる 防災減災 令和６年能登半島地震関連

国土交通本省災害査定官を石川県へ派遣し、
今後の本格的な復旧に向けた技術的な助言を行います。

〜令和 6年能登半島地震関連の災害緊急調査を実施〜

令和 6年 ２月 9日 水管理・国土保全局防災課

　令和 ６年 1月 1日に発生した能登半島地震により被災した公共土木施設について、石川県からの
要請を踏まえ、応急措置や今後の本格的な復旧に向けた復旧方針等に対する技術的な助言を行うた
め、国土交通本省災害査定官を石川県に派遣して災害緊急調査を実施します。今回は、 1月12日に
次いで 2回目の調査となります。

※災害緊急調査とは、広域にわたる災害や人的被害が発生している等の特別な災害において、地方自治体からの要請を踏ま
え、本省から派遣された災害査定官が、現地の被害状況を迅速かつ的確に把握するとともに、被災した公共土木施設に対
する応急措置及び復旧方針樹立の助言を行うものです。

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000288.html

【災害緊急調査】
○派遣日程：令和 ６年 2月13日（火）～1５日（木）
○派　遣　先：石川県内の河川・道路等（調整中）
○派　遣　者：国土交通省水管理・国土保全局　防災課
　　　　　　総括災害査定官
　　　　　　　木村　勲（きむら　いさお）
　　　　　　災害査定官
　　　　　　　小川　渉（おがわ　わたる）

【参考】
　これまでの災害緊急調査の実施状況は、下記
WEBサイトに掲載しております。
https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/
bousai/saigai/kiroku/kinkyutyousa.html

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000288.html
https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/bousai/saigai/kiroku/kinkyutyousa.html
https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/bousai/saigai/kiroku/kinkyutyousa.html
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令和 ６年能登半島地震からの復旧・復興に向けて
北陸地方整備局に能登復興事務所を設置

令和 6年 ２月 9日 大臣官房 地方室、大臣官房 技術調査課
水管理・国土保全局 河川計画課、道路局 国道・技術課

いのちとくらしをまもる 防災減災

https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo06_hh_000115.html

　国土交通省は、令和 ６年能登半島地震からの復旧・
復興に向けて、能

のう

越
えつ

自動車道や国道249号沿岸部の
本格復旧、沿線の地すべり対策、河

かわ

原
ら

田
だ

川
がわ

の河川・
砂防事業など、国が権限代行などにより行う復旧・
復興事業を迅速に進めるため、 ２ 月1６日に北陸地方
整備局に能登復興事務所を設置します。

　同事務所は、被災自治体からのインフラの復旧・
復興に係る技術的な相談なども受けつつ、地域の皆
様や関係機関と連携しながら、被災地の復旧・復興
に取り組みます。
○事務所所在地：石川県七尾市千野町に部28番地
（金沢河川国道事務所能登国道維持出張所庁舎内）

能登復興事務所の設置
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写真①国道 号沿岸部の大規模土砂崩れ

写真③河原田川（輪島市熊野町崩落箇所）

写真④石川県珠洲市仁江町の地すべり
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○国土交通省は、令和６年能登半島地震からの復旧・復興に向けて、能越自動車道や国道 号沿岸部の本格

復旧、沿線の地すべり対策、河原田川の河川・砂防事業、宝立正院海岸の復旧など、国が権限代行などによ

り行う復旧・復興事業を迅速に進めるため、令和６年２月 日に能登復興事務所を七尾市に設置します。
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写真⑤宝立正院海岸 堤防被災状況

【国直轄施工・権限代行】

町野川流域の
砂防事業

写真⑥ 町野川流域（河道閉塞）

写真⑥

※ 能越自動車道 直轄区間（国道 号）約 で、災害復旧・改築を実施
能越自動車道 石川県管理区間 穴水ＩＣランプ部 で、権限代行により災害復旧を実施

約１８ｋｍ

穴水ＩＣ

【国直轄施工】

写真②能越自動車道の大規模崩落

https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo06_hh_000115.html
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⃝　令和 ６年能登半島地震では、多くの公共土木施設において甚大な被害が生じました。これらの
早期復旧に向け、富山県射水市、石川県輪島市、七尾市を皮切りに災害査定に着手します。

⃝　なお、災害査定にあたっては、従来の査定よりも更に早い段階で被災状況を確認することで、
手戻りがなくシームレスな詳細設計により早期復旧を可能とする「早期確認型査定」（試行）
を下記 9市町で適用します。

【対象】　石川県　輪島市、七尾市、珠洲市、かほく市、内灘町、志賀町、穴水町、能登町
　　　　富山県　射水市

※　早期確認型査定（試行）とは、大規模災害時に特に技術者が不足する等の市町村に対し、災害査定や工事着手に要する
業務や期間等の縮減を図る、新たな査定方式の取組です。
　令和 ５年災害より全国で試行を実施しており、「申請時の積算は不要」、「災害査定官等による技術的助言の実施」など
により、「災害査定の申請」及び「災害復旧工事の着手」の 2つのスピードアップを実現し、災害復旧全体の迅速化を図
るものです。（詳細は別紙参照）

いのちとくらしをまもる 防災減災 令和６年能登半島地震関連

令和 ６年能登半島地震で被災を受けた
公共土木施設の災害査定に着手

〜大規模災害時における災害査定手続きの
更なる効率化のため、「早期確認型査定（試行）」を適用〜

令和 6年 ２月13日　水管理・国土保全局 防災課

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000290.html

【早期確認型査定（試行）を先行して実施する自治体】
○2月14日～ 2月1６日（予定）　富山県射水市
○ 2月19日～ 2月21日（予定）　石川県輪島市、七尾市

※その他の市町については準備が整いしだい、順次
実施

早早期期確確認認型型査査定定のの試試行行

【【早早期期確確認認型型査査定定のの試試行行内内容容】】

①①従来の査定よりも更に早い段階で被災確認を行うなど、災災害害復復旧旧全全体体をを迅迅速速化化

②②金額算定の一本化や技術的助言などにより、２２つつををススピピーードドアアッッププ
・・災害査定の申請
・災害復旧工事の着手

③③手戻りのないシームレスな設計を実現、技術者が不足する自自治治体体のの技技術術的的負負担担をを軽軽減減

大大規規模模災災害害時時ににおおけけるる災災害害査査定定及及びび復復旧旧ののイイメメーージジ

工工
事事
着着
手手

【査定申請】

【【査査定定】】
（（金金額額決決定定））

【【発発災災】】
被被害害調調査査・・査査定定設設計計

■■通通常常のの災災害害査査定定

■■設設計計図図書書のの一一部部簡簡素素化化

工工
事事
着着
手手

【査定申請】

【【査査定定】】
（（金金額額決決定定））

【【設設計計変変更更】】
（（金金額額確確定定））

【【発発災災】】
被被害害調調査査・・査査定定設設計計

■■早早期期確確認認型型査査定定（（試試行行））

工工
事事
着着
手手

【査定申請】

【【前前査査定定】】
（（積積算算不不要要））

【【後後査査定定】】
（（金金額額確確定定））

【【発発災災】】
被被害害調調査査 詳詳細細設設計計等等

■査定申請は被害報告額を活用、被災直後から詳細設計を実施
■前査定：採択要件の確認、起終点の確定、現地状況にあった設計の留意点等を助言
■後査定：復旧内容を確認、金額を確定
■査定前着工については、従来どおり実施可能

申申請請時時のの積積算算をを不不要要ととしし、、かかつつ設設計計のの留留
意意点点等等のの助助言言にによよりり、、手手戻戻りりななくく速速ややかかにに
詳詳細細設設計計がが完完了了、、早早期期のの工工事事着着手手がが可可能能

詳詳細細設設計計等等

地地域域のの早早期期復復旧旧

通通常常のの査査定定にに比比べべ、、査査定定設設計計のの簡簡素素化化がが図図らられれ、、
早早期期のの災災害害査査定定がが可可能能

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000290.html
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　令和 ５年度水防功労者国土交通大臣表彰式が、令
和 ６年 1月31日（水）に国土交通省にて開催され、水
防活動に従事し、被害の軽減に貢献した ６団体と永
年功労者1６名、水防技術の向上や伝承に尽力した 1
名の方々に対して、堂故国土交通副大臣から表彰状
が授与されました。
　我が国は、地形、気象等の自然条件が厳しく、毎
年のように豪雨や台風による洪水等が全国各地で発
生しています。昨年も、 ６月から 9月にかけて発生
した梅雨前線や台風等により、各地で大きな被害が
発生しました。
　近年、気候変動の影響により、災害が激甚化・頻
発化しており、国民の生命・財産を守るためには、
河川整備だけでなく、これと「車の両輪」となって
被害を最小限にとどめる水防活動も、ますます重要
になってきています。
　今回受賞された方々は、地域の安全を守るため、
日頃から訓練を積み重ね、災害時の厳しい現場の最
前線で水防活動に従事し、平時においては、団員等
の指導・育成、地域の防災意識向上のため、永年に
わたり尽力されてこられました。
　水防活動の原点は、自らの地域を守るための地域
住民による自発的な活動です。この水防活動の理念
を実践・継続されてきた受賞者の方々の功績は誠に
顕著であり、全国の模範となるものです。あらため
て、受賞者の皆様にお祝い申し上げます。

　また、本表彰とは別に、水防という勤務の特殊性
にかんがみ、その功労に報いることを目的として、
水防団員として多年勤続され、退職された方 （々本
年度は全国で203名）に対して、国土交通大臣から
退職水防団員等報償が行われています。

　本年度の受賞者等の概要は次のとおりです。

1 　水防功労者国土交通大臣表彰
⑴　水防活動に従事した功績（ ６団体）
  （敬称略）
〔令和 ５年台風第 ２号及びそれに伴う前線の活発化
による大雨〕
・豊

とよ

橋
はし

市
し

消防団（愛知県）
・豊
とよ

川
かわ

市
し

消防団（愛知県）
・海
かい

南
なん

市
し

消防団（和歌山県）
〔令和 ５年 ６月２９日からの大雨〕
・久

く

留
る

米
め

市
し

消防団（福岡県）
〔令和 ５年 ７月1５日からの大雨〕
・秋
あき

田
た

市
し

消防団（秋田県）
・五

ごじょうめまち

城目町消防団（秋田県）

⑵　永年功労者（個人：専任水防団員）（1６名）
  （敬称略）
・吉
よし

　田
だ

　眞
しん

　吾
ご

　　　【木曽川右岸地帯水防事務組合　円城寺水防団
（岐阜県）】

・髙
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　井
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　尚
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　樹
き

　　　【岐阜市網代水防団（岐阜県）】
・花
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　井
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　　　【岐阜市京郷水防団（岐阜県）】
・伏
ふせ

　屋
や

　隆
たか

　男
お

　　　【木曽川右岸地帯水防事務組合　無動寺水防団
（岐阜県）】

・伊
い

　藤
とう

　　　崇
たかし

　　　【岐阜市藍川水防団（岐阜県）】
・奥
おく

　田
だ

　清
きよ

　保
やす

　　　【木曽川右岸地帯水防事務組合　笠松水防団
（岐阜県）】

・矢
や

　島
じま

　義
よし

　和
かず

　　　【岐阜市日野水防団（岐阜県）】
・永
なが

　田
た

　光
みつ

　明
あき

　　　【岐阜市市橋水防団（岐阜県）】

令和 5年度水防功労者国土交通大臣表彰

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室
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・堀
ほり

　越
こし

　隆
たか

　正
まさ

　　　【静岡市水防団　本部（静岡県）】
・佐

さ

　藤
とう

　　　進
すすむ

　　　【静岡市水防団　本部（静岡県）】
・石
いし

　上
がみ

　憲
けん

　一
いち

　　　【静岡市水防団　藁科川分団（静岡県）】
・水
みず

　谷
たに

　　　平
たいら

　　　【淀川右岸水防事務組合水防団（大阪府）】
・土

ど

　井
い

　健
けん

　次
じ

　　　【淀川左岸水防事務組合水防団（大阪府）】
・上
うえ

　野
の

　雄
ゆう

　造
ぞう

　　　【淀川左岸水防事務組合水防団（大阪府）】
・髙
たか

　田
だ

　　　篤
あつし

　　　【淀川右岸水防事務組合水防団（大阪府）】
・原
はら

　田
だ

　　　保
たもつ

　　　【淀川左岸水防事務組合水防団（大阪府）】

⑶　水防技術の向上や伝承に尽力（個人 : 1 名）
  （敬称略）
・菅
すが

　原
わら

　信
のぶ

　雄
お

　　　【防災エキスパート、水防専門家（秋田県）】

府　県　名 人　　数

岐 阜 県 43名

静 岡 県 81名

京 都 府 3名

大 阪 府 ７６名

合　　　計 203名

２ 　退職水防団員等報償

表彰状の授与（堂故国土交通副大臣より）

記念撮影
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公益社団法人 日本河川協会 参与　松田　芳夫

河川入門講座 �

災害復旧（その２）
―特異な公共事業―

　災害復旧事業は当然ですが、その財源は地方自治
体であれ国であれ税金ですから、公共事業であるこ
とには変わりはありませんが、一般の公共事業とは
異なるユニークな特徴がいくつかありますので御紹
介します。

⑴ 最大の特色は、万人が歓迎する公共事業だとい
うことです。
　河川改修、道路整備、空港設置といった通常の
公共事業は、どんなに期待された立派な事業内容
であっても、用地取得、公害、環境問題等が伴う
ので、大なり小なり反対運動が生じます。
　しかし、災害復旧事業には反対運動は殆んどあ
りません。それは、今まで存在していて、例え不
満があっても効果を発揮していた公共施設が、あ
る日突然被災して機能が無くなれば、生活や社会
活動に不便なばかりか、災害への安全性が失われ
るのですから、四の五の言っておられません。
　一刻も早く復旧して元に戻して安心させてくれ
ということになります。
　災害復旧事業は、立場を超え党派を超え、人々
に期待される公共事業なのです。

⑵ 災害復旧事業は、その企画から着工そして完了
までのスピードが猛烈といってもよいほど速いの
も特徴です。
　今まで在ったものが無くなり、生活や社会に支
障をきたしているのを一刻も早く解消すること
と、次の洪水や地震に見舞われる前に復旧してお
くという二つの目的があります。
　「国庫負担法」にも第一条の目的の条に、“……
地方公共団体の財政力に適応するように国の負担

を定めて、災害の速やかな復旧を図り……”とあ
りますが、各種公共事業の緊急措置法、緊急整備
法が廃止された現在、法律で“ 速やか ”と謳っ
ているのは珍しいのです。
　そして、同法の第八条の二で、緊急を要する事
業（多くの事業が該当する）については、災害発
生年度を含め ３ 年度で事業が完成するよう国庫負
担するとありますので、原則 ３ 年で完了です。

　一般公共事業では調査、計画、予算措置など事
前の作業だけでも ５ 年も１０年もかかります。
　災害復旧事業の実施に到るまで、現場の地方自
治体と国（国土交通省、農林水産省等）との間の、
災害査定等の一見煩

はん

瑣
さ

な事務手続きは、この一般
的にはあり得ないスピードを克服するために工夫
されたシステムなのです。

⑶ 災害復旧は、自然災害によって損傷を受けた施
設を元のようにするというのが本質ですから、“原
形復旧”です。もちろん現場の状況で無理に元に
戻すことが不適切なもの、あるいは流失した木橋
のように技術の進歩で木橋にわざわざ架橋するこ
とが不合理なものについては、原形復旧でなくて
良いのですが、あくまで原則は原形復旧です。
　被災ヵ所の復旧のみではその効果が不十分又
は、発揮されないような場合には、災害復旧事業
に加えて、計画的な改良事業を行う手法も用意さ
れています。

　以上の ３ 点は、災害復旧事業の大きな特色ですが、
やはり緊急事態へのスピーディな対応ということが
すべての事柄の根底にあります。
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日 時：令和 ６年 ２月13日（火）	 会場：東京都千代田区永田町 ２−1６− ２
星陵会館ホール

　令和 ５ 年度「防災セミナー」は、令和 ６ 年 2 月13
日（火）、星陵会館ホール（東京都千代田区永田町）
において、（公社）全国防災協会の主催、（一財）北海
道河川財団、（一社）東北地域づくり協会を始めとす
る各地方の地域づくり協会等 9 団体の協賛並びに国
土交通省、気象庁及び内閣府政策統括官（防災担当）
の後援により開催しました。
　本年度は、各都道府県市町村の職員の方々を始め、
防災協会の賛助会員の方々、協賛された各地域づく
り協会等の防災エキスパートの方々、全国防災協会
の災害復旧技術専門家、建設関係企業の方々等、約 
120名の参加を頂き、防災にかかわる最新情報につ

いて、最後までご熱心に聴講されていました。
　当日は、午後 1時に開会され、はじめに当協会の
脇雅史会長より主催者挨拶があり、来賓としてご出
席を賜りました廣瀬昌由　国土交通省　水管理・国
土保全局長よりご挨拶を賜りました。廣瀬局長にお
かれましては、ご多忙中にも関わらず、防災セミナ
ーの参加の皆様方に最新の防災行政を踏まえた挨拶
を賜わりましたこと、本紙をお借りして感謝申し上
げます。誠にありがとうございました。
　本防災セミナーは、防災対策や災害復旧業務に携
わる国土交通省や地方公共団体、一般企業等の関係
職員、各地方の防災エキスパートや災害復旧技術専

令和 5年度 防災セミナーを開催

公益社団法人 全国防災協会
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門家等に対し、今後、発生が予測される首都直下地
震や南海トラフ地震等による大規模災害にも備え
た、防災体制等を強化するための一環として、事前
対策や発生時における危機管理等のあり方及びその
後の復興 ･復旧計画等について、高度な専門知識を
有する学識経験者や専門家、行政担当者等からアド
バイスをいただくことを目的に毎年開催され今回で
通算39回目を迎えるものです。

　今年度は、最初に、特別講演として名古屋大学の
福和伸夫名誉教授から「温故知新で大規模地震を凌
ぎ未来を拓く」と題し 1月に発生した能登半島地震
の解説も交え大規模地震への対応について説明をい
ただきました。
　休憩を挟み、気象庁総務部企画課地域防災企画室
髙橋賢一室長より、気象庁の発表する気象情報は、
近年の災害における課題や社会のニーズ等を踏まえ
変化しており、この情報を上手に利活用するポイン
トなどについて説明して頂きました。
　次に内閣府政策統括官（防災担当）付　企画官（調

査・企画担当）　藤本雄介様より内閣府（防災担当）
における、地震・津波災害、火山災害、水害・土砂
災害への対策に関する昨今の動向について解説して
いただきました。
　次に国土交通省九州地方整備局企画部インフラＤ
Ｘ推進室　建設専門官　房前和朋様より、デジタル
技術を活用した被災現場の安全で効率的な調査、災
害復旧資料の作成、さらには災害査定への適用をご
紹介して頂きました。これらに使用する機器は安価
な市販品の360°カメラや10万円程度の安価で入手し
やすいドローン、入手しやすい市販のバーチャルツ
アー作成ソフト等を用いることで、低コストで簡単
に短時間で作成可能とのことです。
　最後に、公益社団法人全国防災協会理事及び災害
復旧技術専門家派遣制度運営委員の富田和久氏より
災害復旧技術専門家派遣制度の概要、これまでの派
遣実績及び代表的な活動事例について説明するとと
もに、この制度の積極的な活用を呼びかけました。
　ご協力を頂いた各講師の方々、また同セミナーを
受講された皆様方には、心よりお礼申し上げます。

主催者挨拶（脇　雅史 会長） 来賓挨拶（廣瀬　昌由 局長）
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講　師　紹　介

名古屋大学　名誉教授　福　和　伸　夫

温故知新で大規模地震を凌ぎ未来を拓く

国土交通省九州地方整備局企画部
インフラＤＸ推進室建設専門官　房　前　和　朋

デジタル技術による災害対応の変革

内閣府政策統括官（防災担当）付　
企画官（調査・企画担当）　藤　本　雄　介

防災行政について

気象庁の防災気象情報について

気象庁　総務部　企画課　
地域防災企画室長　髙　橋　賢　一

公益社団法人全国防災協会理事・災害復旧技術専門家
派遣制度運営委員　富　田　和　久

災害復旧技術専門家派遣制度について
～活動実績及び制度紹介～
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協会だより

令和 5年度第 3回通常理事会開催
　令和 ５年度第 3回通常理事会が、令和 ６年 2月26
日（月）12時30分から、千代田区平河町の砂防会館別
館 2階「特別会議室」で開催されました。

1 ．出 席 者
　脇　会長　　　　日裏　副会長　　末松　副会長※
　上総　副会長　　田村　理事　　　池田　理事
　坂井　理事※　　虫明　理事　　　秋本　理事
　奥野　理事　　　甲村　理事　　　塚原　理事
　藤澤　監事※　　野田　監事
　（注）※は zoomを使用したテレビ会議による出席

２ ．審議事項
　令和 ６年度事業計画について
　令和 ６年度収支予算について
　規程類の制定について
　顧問の委嘱について
　会員の入会について
　会長及び副会長の職務執行の状況について（報告）
　災害復旧技術専門家派遣制度及び実績について
（報告）

　脇会長の開会挨拶の後、ご来賓の西澤防災課長の
ご挨拶、令和 ６年能登半島地震のご説明をいただき、
議事録署名人選任、議案の説明・審議、報告等が行
われ、議案はいずれも原案どおり決議されました。

脇会長あいさつ 西澤防災課長ごあいさつ、ご説明

役員の皆様 役員の皆様 テレビ会議出席役員の皆様
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協会だより

令和 5年度顧問会議開催
　令和 ５年度顧問会議が、令和 ６年 2月26日（月）10
時30分から、千代田区平河町の砂防会館別館 2階「特
別会議室｣ で開催されました。

1 ．出 席 者
　脇　会長　上総　副会長
　車谷　顧問※　近藤　顧問※　石川　顧問（代理）※
　佐々木　顧問　加藤　顧問　　縣　顧問
　山中　顧問　　藤芳　顧問　　平尾　顧問
　松本　顧問※　細見　顧問　　石橋　顧問
　黒川　顧問　　佐藤　顧問　　岩田　顧問
（注）※は zoomを使用したテレビ会議による出席

脇会長あいさつ

顧問の皆様

顧問の皆様

テレビ会議出席顧問の皆様

２．議　　題
　自由討議（自由討議の前提として次の事項を説明）　
・令和 ６年度事業計画について
・令和 ６年度収支予算について
・災害復旧技術専門家派遣制度及び実績について
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箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額

北 海 道 67 2,974,964 1 140,000 3 773,000 71 3,887,964 

青 森 22 518,000 1 740,000 36 1,911,500 59 3,169,500 

岩 手 107 2,497,580 107 2,497,580 

宮 城 20 316,450 20 316,450 

(2) (615,000) (2) (615,000)

秋 田 11 228,000 3 685,000 410 26,240,500 424 27,153,500 

山 形 4 125,000 1 25,000 1 400,000 6 550,000 

福 島 6 72,662 149 3,434,727 155 3,507,389 

(7) (2,783,070) (7) (2,783,070)

茨 城 2 23,000 86 4,918,972 88 4,941,972 

栃 木 29 867,000 29 867,000 

群 馬 1 100,000 3 206,000 4 306,000 

埼 玉 1 60,000 1 60,000 

(6) (2,372,831) (6) (2,372,831)

千 葉 2 27,000 6 87,000 185 8,986,121 193 9,100,121 

新 潟 1 700,000 15 1,300,000 2 550,000 4 470,000 1 15,000 23 3,035,000 

富 山 242 10,762,400 242 10,762,400 

<7> <320,000> <7> <320,000>

(1) (82,000) (2) (200,000) (4) (688,000) (7) (970,000)

石 川 1 30,000 5 150,000 1 395,000 177 5,494,200 210 6,054,200 3 37,000 397 12,160,400 

福 井 4 3,500,000 113 3,305,900 1 15,000 118 6,820,900 

山 梨 2 661,000 7 232,781 1 120,000 10 1,013,781 

(1) (25,000) (1) (25,000)

長 野 63 1,431,750 3 830,000 246 9,963,000 1 25,000 313 12,249,750 

(1) (10,000) (1) (10,000)

岐 阜 62 2,047,500 93 1,915,200 69 2,850,398 224 6,813,098 

<2> <110,000> <1> <130,000> <3> <240,000>

(2) (340,000) (2) (340,000)

静 岡 3 29,000 3 484,000 171 10,535,000 10 430,000 187 11,478,000 

(16) (1,113,820) (16) (1,113,820)

愛 知 3 190,000 215 7,515,220 1 26,000 219 7,731,220 

(2) (41,500) (2) (41,500)

三 重 19 1,461,762 69 1,227,697 71 1,455,500 159 4,144,959 

滋 賀 1 32,691 1 32,691 

(1) (7,000) (1) (7,000)

京 都 8 63,000 22 933,500 225 2,797,900 255 3,794,400 

(1) (1,100,000) (1) (1,100,000)

大 阪 1 1,100,000 30 1,134,000 31 2,234,000 

兵 庫 10 452,000 1 700,000 21 240,500 222 6,943,109 254 8,335,609 

奈 良 2 50,000 1 120,000 99 2,264,016 10 194,000 112 2,628,016 

<2> <60,000> <2> <60,000>

(3) (112,000) (2) (13,000) (5) (125,000)

和 歌 山 39 2,369,000 2 1,240,000 920 16,379,590 10 588,400 2 13,000 973 20,589,990 

<2> <240,000> <2> <240,000>

(3) (170,000) (3) (170,000)

鳥 取 26 294,200 446 22,674,460 472 22,968,660 

(1) (30,000) (1) (30,000)

島 根 18 148,800 2 130,000 126 2,290,914 8 36,000 3 115,000 157 2,720,714 

岡 山 48 964,734 155 3,676,952 203 4,641,686 

広 島 180 2,632,830 180 2,632,830 

(3) (283,000) (3) (283,000)

山 口 15 252,000 1 100,000 952 19,314,000 968 19,666,000 

徳 島 7 1,289,000 47 620,100 11 276,038 65 2,185,138 

香 川 1 7,000 4 45,000 3 77,000 8 129,000 

<1> <60,000> <1> <60,000>

愛 媛 1 60,000 20 238,000 204 2,332,700 4 296,000 229 2,926,700 

(1) (30,000) (1) (30,000)

高 知 36 780,000 163 3,634,300 52 1,376,400 251 5,790,700 

(3) (20,000) (3) (20,000)

福 岡 628 28,980,322 2 1,250,000 630 30,230,322 

佐 賀 696 17,986,000 7 141,000 703 18,127,000 

<3> <133,000> <3> <133,000>

(1) (72,000) (1) (72,000)

長 崎 92 901,800 3 422,000 20 201,200 13 219,100 128 1,744,100 

<1> <5,000> <1> <5,000>

(3) (531,100) (3) (531,100)

熊 本 19 196,100 5 1,450,000 948 23,007,110 26 431,700 998 25,084,910 

(1) (115,000) (1) (115,000)

大 分 6 210,000 473 17,220,800 32 773,000 511 18,203,800 

<1> <270,000> <1> <270,000>

宮 崎 30 541,000 54 956,000 208 4,271,521 292 5,768,521 

<5> <970,000> <5> <970,000>

(1) (40,000) (1) (40,000)

鹿 児 島 6 108,190 2 380,200 206 4,992,650 129 4,260,550 2 680,000 345 10,421,590 

<3> <170,000> <3> <170,000>

沖 縄 1 63,340 15 1,487,000 16 1,550,340 

静 岡 2 150,000 8 732,000 10 882,000 

浜 松 4 200,000 1 200,000 57 3,130,000 62 3,530,000 

(1) (26,000) (1) (26,000)

名 古 屋 1 26,000 1 26,000 

京 都 1 8,000 1 77,000 2 85,000 

広 島 1 102,000 1 102,000 

(1) (7,500) (1) (7,500)

北 九 州 2 127,500 1 50,000 3 177,500 

福 岡 10 173,000 10 173,000 

熊 本 1 8,000 1 8,000 

<1> <60,000> <7> <320,000> <5> <175,000> <15> <1,913,000> <28> <2,468,000>

(5) (109,500) (2) (1,172,000) (2) (200,000) (38) (3,870,920) (19) (5,407,401) (4) (68,000) (70) (10,827,821)

3 790,000 2,561 84,495,684 39 11,191,200 8 3,970,000 177 5,494,200 5,964 168,918,269 2,152 73,024,848 17 2,073,000 10,921 349,957,201 

直 轄 計 29 4,550,000 1 1,250,000 56 14,186,054 18 3,197,048 1 22,338 105 23,205,440 

合 計 3 790,000 2,590 89,045,684 39 11,191,200 9 5,220,000 177 5,494,200 6,020 183,104,323 2,170 76,221,896 18 2,095,338 11,026 373,162,641 

※上段（   ）内書きは、下水道・公園分、<　>内書きは港湾・港湾に係る海岸分である。 注書き

合 計

補 助 計

冬 期 風 浪 及 び 風 浪 豪 雨 地 す べ り 融 雪 地 震 梅 雨 前 線 豪 雨 台 風 そ の 他

令和 ５年　発生主要異常気象別被害報告 令和 ６年 1月31日現在（単位：千円）

※被害報告は、月 2回（15日、月末）国土交通省HPで公表。最新は下記をクリック
　http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/bousai/saigai/kiroku/houkoku.html

http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/bousai/saigai/kiroku/houkoku.html


（24） 第 897 号 防 災 令 和  6  年  3  月  1  日

箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額

<25> <2,445,000> <25> <2,445,000>

(11) (1,244,000) (11) (1,244,000)

新 潟 142 6,126,400 142 6,126,400 

<45> <3,025,000> <45> <3,025,000>

(58) (6,718,055) (58) (6,718,055)

富 山 320 20,066,310 320 20,066,310 

<483> <64,468,582> <483> <64,468,582>

(87) (154,120,140) (87) (154,120,140)

石 川 3,185 593,446,944 3,185 593,446,944 

<1> <111,000> <1> <111,000>

(3) (230,000) (3) (230,000)

福 井 15 1,241,500 15 1,241,500 

長 野

岐 阜 1 50,000 1 50,000 

和 歌 山 1 970,000 1 970,000 

(56) (12,169,506) (56) (12,169,506)

新 潟 384 16,261,795 384 16,261,795 

<554> <70,049,582> <554> <70,049,582>

(215) (174,481,701) (215) (174,481,701)

1 970,000 4,047 637,192,949 4,048 638,162,949 

直 轄 計 16 11,234,123 16 11,234,123 

合 計 1 970,000 4,063 648,427,072 4,064 649,397,072 

※上段（   ）内書きは、下水道・公園分、<　>内書きは港湾・港湾に係る海岸分である。 注書き

合 計

補 助 計

冬 期 風 浪 及 び 風 浪 豪 雨 地 す べ り 融 雪 地 震 梅 雨 前 線 豪 雨 台 風 そ の 他

令和 ６年　発生主要異常気象別被害報告 令和 ６年 1月31日現在（単位：千円）

※被害報告は、月 2回（15日、月末）国土交通省HPで公表。最新は下記をクリック
　http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/bousai/saigai/kiroku/houkoku.html

http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/bousai/saigai/kiroku/houkoku.html
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